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弁 護 士 中 川 博 晴

冠省 当職は、株式会社EVANESSの代理人です。令和5年 7月4日付 け、

当社に対する照会書及び再申入書 (以下、 「再申入書」 といいます)に関する回

答等につき、 当職は株式会社EVANESS (以下、 「当社」 といいます)から

委任を受けました。それゆえ、本件につきまして今後は当職が交渉窓口とな りま

すので、 よろしくお願いいたします。

この度は、当社の利用規約に関し貴重なご意見を頂戴し、心より感 謝申し上げ

ます。 当社のコンプライアンスとサービス向上に資するよう善処いたします。

再申入書につき下記の通 りご回答申し上げます。

不十分な点がございましたら、 ご教示いただけると幸いです。

記

第1 回答書に関する照会

1 照会事項1 (1)

ご指摘の通 りです。

利用規約を改訂し8月4日に全加盟店に案内しました。改訂した利用規約

は、 9月4日か ら各加盟店において施行する予定です。

2 照会事項1 (2)

本書に添付しますので、 ご査収くだ さい。

第2 再申入事項

第1で述べたように改訂 した利用規約を送付しますのでご査収くだ さい。



第3 再申入れの理由に関するご回答

1 第4条

第3条 2項に契約期間と自動更新の規定を設けました。契約更新の際に物

価、社会情勢などを勘案して利用料金等の変更することに改めました。

2 第9条 について

責会の説明の趣旨が理解できません。貴会のご説明は施設利用者の施設利

用権とその料金の法律関係につき民法89条 2項が類推適用され、9条は消

費者契約法に違反するとい う考 えと解 されます。

しかし、同条項は、例えば賃貸人の地位が移転した場合に、賃料について

前賃貸人と現賃貸人との間で賃貸人の地位が移転した日を基準に日割 りで

精算するとい うものであり、賃貸借契約が中途解約された場合の賃借人の賃

料の精算を規律することを予定した規定ではありません。本件は後者の場合

に当りますので、同条項の想定する利害関係とは全く異 なります。それゆえ、

民法89条 2項 を類推適用する前提を欠くので、同条項を本件に類推適用す

ることはできないと考 えます。

【ご質問1

①貴会のご説明され る見解を述べた法律文献および裁判例をご提供いた

だきますようお願い申し上げます。

②仮に利用規約第 9条 に民法89条 2項 が類推適用され うるとした場合、

例えば、一般的に行われている賃貸借契約における1か月前解約規定と

いうのも民法89条 2項 (類推適用)に違反し、ひいては消費者契約法

何条に違反するとい うご趣旨でしようか。

以上、2点につきご説明くだ さいますようお願い申し上げます。そのうえ

で、 9条の変更・修 正を鋭意検討させていただきます。

3 第11条について

変更しましたのでご確認くだ さい。

4 第13条 について

変更しましたのでご確認くだ さい。 (12条 )

5 第14条

(1) 貴会のご指摘を踏まえ妊婦に休会制度を設けました (13条)。

(2)ただ、妊婦に対する不合理な差別であるとのご指摘は、理解しかねます。

妊婦の方にも有酸素運動などの運動が望ましいとい う医学的意見があ

るとい うのは参考になりますが、当社のサービスはマンツーマントレーニ

ングであり、医 師が常駐するものではなく、妊 婦に関する医学的なケアを

備えた体制を備えておりません。それゆえ、健康上の理由と施設上のサポ

ート体 制などの理 由か ら妊婦の方 へ のサービスを提供するのは困難であ

2



ると考 え、サービスの提供を中止することは合理的なことであると考えて

おります。 もし、妊婦の方の施設利用を可能とする場合には、別途、妊婦

向けのコースを設け、医学的サポー トも備えることが必要とな ります。そ

のような体制を各施設に要求するのは難 しいと判断して、妊 婦に対し休会

制度を設けさせて戴くことにしました。

妊婦の方に対する上記の運営につき、ご理解のほどよろしくお願い申し

上げます。

6 第16条 について

ご指摘の点は削除しました。

7 第22条 について

貴会の指摘を踏まえて変更しました。 (2 0条)

8 第24条 について

貴会の指摘を踏まえて変更しました。 (21条)

9 第29条 について

貴会の指摘を踏まえて変更しました。 (23条)

【送付書類1

利用規約(令和5年 8月1日改訂) 1

以上
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CALORIETRADEJAPAN  利用規約

第1章 総則

第1条 会員は、 CALORIE TRADEJAPAN(カロリー ト レー ドジャパ ン)(以

下 「本施設」 )の会 員として、 以下の利用規 約を遵 守する。

第2条 (目的)

会員は、 心身の育成、 健康 ・体 力の維 持増進 を図 ることを 目的 に本施設

を利用す る。

第2章 会員

第3条 (会員制度 ・契 約期間)

1 本施設は、 会員でなければ利用することが できない。

2 契約期間は、 1 年間 とす る。 契約期間 3カ月前 まで に解約の申入れが

ない限 り、契約は同 じ条件で1年間自動 的に更新 され ることとし、以後、

1年 ごとに同様 とす る。

第4条 (人会金等)

1 会員は、 人会金、 利用料等を支払 う。

2 利用料 の支払期限

ア 短期集中プ ラン 利用開始 当日限 り

イ 月プ ラン及 び継続 プラン 当月分 を前月末 日限 り

3 会員は、 人会金 ・利 用料等を延滞 した場合、 延滞 した日の翌 日か ら支

払うまで延滞 した人会金 ・利 用料等のほかに年 14.6%の割合による金 員

を支払 う。

4 本施設は、 契約 を更新 するとき、 物価、 社会情勢、 経済情勢等を勘 案

して第 1項 の利用料等 を変更することが できる。

第5条 (会員資格)

会員は以下の要 件 を満 たさなければならない。

①本利用規約に同意 すること。

②鰭康状態に異常がな く 、 医師等により運 動 を禁 じられ ていない こと。

(妊娠 され てい る方 は、 妊娠 中の人会 はできない)

.②年齢満 5歳 以上 の方。 なお、18歳未満(高校生以下)の場合、 人会に

際し保 護者の同意がなけれ ば会員となれ ない。

④暴力団、 暴力団関係企業、 総会屋 もし く はこれ らに準ず る者 又はその

構成員で はない こと、 かつ将 来 にわたって該 当しないことを表 明す る

方。

第6条 (変更届)

会員は、 人会申込 書の記載事項に変更があった場合、 速やかに本施設 に



届け出 な けれ ば ならな い。

第7条 (会 員に よる解 約 )

1 会員は、 本施 設 の人 会契 約 をい つ で も解 約 す るこ とが で きる。

2 前項 の解 約 は、 書面 に よ り しな けれ ば ならない。

3 人会契約 の解 約 の効 果 は、 解約 した 月の 翌 月か ら生 じる。

4 会員は 、 入会 契 約 が解 約 され た月 まで の利 用 料 等 を支 払 う。

第 8条 (休 会)

1 月プ ランの方 が休会 を希 望 す る場 合 、 本人 が希 望 す る休 会 月の 前 月の

5 日まで に (5 日が 定 休 日の 場 合 は前 営業 日まで に) 登録店 舗 にて指 定

の書 面 による手 続 きを完 了 しな けれ ば ならな い。

2 休会期 間 は、 最長 1年 とす る。

3 休会期 間 は、 再延長 手続 きを 申請 して再 延 長 す るこ とが で きる。

4 休会期間 中の手 数 料 等 は発 生 しな い。

第9条 (利 用料 の返 還 )

本施 設 は会 員 に入 会 金 、 利用 料 等 を返 金 す るこ とは で きな い。 但 し、

本施 設 の改 装 、 器具 の入 れ 替 え等 の本 施設 の事 情 に よ り利 用 す るこ とが

できな い場 合 を除 く。

第10条 (施 設 利用)

本施設 は施 設 利 用 の 円滑 化 を図 るた め、 本施設 利 用 を原 則 的 に予 約 制

とする。

第11条 (予約 の変 更 ・取 り消 し)

1 前条 の予 約 を変 更 ・取 消す には 、 予約 した 利 用 日の 前 日の営 業 時 間 内

に本 施設 に連 絡 を入 れ なけ れ ば ならな い。

2 予約 した利 用 日当 日に予 約 日時 を取 り消 しまた は変 更 した場 合 、 本施

設を1回 利 用 した こと とす る。但 し、予約 日時 の変 更 は これ に当 らな い。

3 本施設 は、 会員が 第 1項 に反 して予 約 の取 り消 し又 は変 更 を繰 り返 し

た場 合 、 当該 会 員の本 施 設 の利 用 を制 限 す るこ とが で きる。

第12条 (会員資 格 の喪 失 ・休 会 )

1 会員は、 以下 の事 由に よ り会 員資 格 を失 う。

①第 7条 による解 約

②死 亡

②第 5条 の要 件 を欠 けた とき

④第 13条 に よる解 約

2 会員は妊 娠 、 健康 上 の理 由 に よ り運 動 が制 限 され た場 合 、 休会 す る。

第13条 (解 約 )

1 本施設 は、 以下 の事 由が 生 じた 場 合 、 能告 の上 、 入会契 約 を解 約 す る



こ とが で きる。

①利用料 等 の支 払 いを 2カ月分 以上 滞 納 した とき

②本施 設 の設 備 を故 意 また は重 大 な過 失 によ り損 壊 した とき

③第 1 5条 の禁 止 行為 を行 った とき

④その f也、 本利用 規 約 に反 す る行 為 また は法 令 ・公 序 良俗 に反 す る行 為

をした とき

2 前項 の解 約 が な され た場 合 、 第7条 3項 4項 を準 用す る。

3 第1項 によ り本 施 設 に損 害 が生 じた場 合 、 会員 は本 施 設 に対 しその損

害を賠 償 しな けれ ば ならな い。

第3章 施設 の運 営 ・管 理

第14条 (本位 施設 の運 営管 理 )

会員は本 施 設 の運 営 ・管 理 に従 う。

第15条 (禁 止 行 為)

会員は、 本施 設 にお いて以 下 の行 為 を して は な らな い。

1 本施 設 に無 断 で施 設 内を撮 影 ・録 音 す るこ と。

2 本施 設 内にペ ット ・動物 を持 ち込 む こと

3 飲酒 ・喫 煙

4 飲酒 ・酩 酊 下 で の施 設 利用

5 営業 行 為

6 スポ ー ツジ ム等 本施 設 類 似 サ ー ビスの勧 誘

7 その他 、 法令 ・公 序 良俗 に反 す る行 為

第16条 (体 業 日)

本施 設 の休 業 日は 原 則 として 以 下 の通 り とす る。

1 本施 設 の定 め る毎 月の 定 休 日

2 夏季 ・年 末 年 始 の本 施 設 が指 定 す る日

3 本施 設 の保 守 ・点 検 、 器具 の整 備 等 に よ り本 施 設 を利 用 す るこ とが で

きない とき

第1 7条 (営業 時 間)

本施 設 の営 業 時 間 は、 本施 設 のホ ー ムペ ー ジ に定 め るとこ ろ とす る。

第18条 (本施 設 の免 責 )

会員は 、 施設 内 にお いて、 自己 の所 有物 を自 らの 責 任 にお いて管 理 す る

ものと し、 本施 設 は施 設 内で 発 生 した盗 難 、 紛失、 傷害 その 他 の事 故 につ

いて本 施 設 に故 意 また は過 失 が あ る場 合 を除 き、 一切 の賠 償 責 任 を負 わ な

い。 また、 会員が 諸 施 設 の外 で被 った 事 故 、 会員同 士 の間 に生 じた ト ラブ

ル等 につ い て、 本施 設 は関 与 及 び責 f壬を負 わ な い。

第1 9条 (会 員の 責 任 )



会員 は本 施 設 の利 用 に関 して本 施 設 は また 第 三者 に損 害 を与 えた場 合 、

その 損 害 を賠 償 しな けれ ば ならな い 。 ただ し、 会員に帰 責事 由が認 め られ

ない場 合 、 その 限 りで はない。

第4章 その 他

第2 0条 (閉鎖 又 は利用 制 限)

1 本施設 は次 の各 号 のいず れ か に該 当す る場 合 、 本施 設 の全 部 また は一

部を閉 鎖 又 は利 用 を制 限 す るこ とが で きる。

①地 震、 台風 、 その他 天 変 地変 が生 じた とき

②その他 、 何 らか の事 情 に よ り施 設 を利 用 す るこ とが 困難 であ ると判 断

した場 合

2 前項 によ り本 施 設 を閉 鎖 す るとき、 本施 設 は会 員 との 人 会契 約 を解 除

するこ とが で きる。

第21条 (涸人 情 報 保 護 方針 )

1 本施設 は、 保有 す る会 員の個 人 情 報 を厳 重 に管 理 し、 本人 の同 意 な し

に、 第三者 に提 供 ・開 示 しな い。

2 本施 設 は保 有 して い る個 人 情 報 につ い て、 会員 よ り訂 正 ・利 用停 止 が

あった場 合 、 本人 で あ るこ とを 確 認 した上 、 訂正 ・利用 停 止等 をす る。

第2 2条 (利用規 約 の改 定)

1 本施設 は、 適宜 、 利用規 約 を改 訂 す る。

2 利用規 約 の改 定 は、 会員 に告 知 した 日の 1か 月後 か ら効 力 を生 じる。

以上


